
（不備のある原産品申告書の取扱い） 

68－５－12 の３ 原産品申告書の記載事項について、前記 68－５－11 の３の要

件を満たすことが必要であり、不備がある場合は、原則として、ＥＰＡ税率

を適用することはできない。ただし、不備がある場合であっても、取るに足

りない事項の相違や脱落、語句不足、印字の誤り又は指定された記載欄から

のはみ出しのような誤りであり、原産品申告書の真正性及び記載内容の正確

性に影響を及ぼさないと判断できるもの（以下この項において「軽微な誤り」

という。）である場合には、ＥＰＡ税率を適用して差し支えないこととする。

この場合において必要に応じて、輸入者に対して、次回以降、不備のない原

産品申告書を提出するよう指導する。原産品申告書の記載事項における不備

に関して、当該不備が軽微な誤りであるかについては、以下によることとす

るが、詳細については、事務連絡する。 

イ  明らかな印字の誤りは軽微な誤りとして取り扱う。 

ロ 原産品申告書の真正性に関する項目（作成者、作成年月日等）の不備に

ついては、原産品申告書の真正性に直結するので軽微な誤りとすることは

できず、ごく些細な事項に限られた場合以外は、原産品申告書は無効とし

て取り扱う。 

ハ  原産品申告書の申告貨物との同一性に関する項目（輸出者名、輸入者名、

仕入書番号等）の不備については、取引関係書類にて輸入貨物と同一性が

確認できる場合や、あるいは、輸入者が前記 68－５－11 の４に規定するそ

の他の書類に基づいて原産品であることを明らかにできる場合は、原則と

して軽微な誤りとして、その原産品申告書は有効として取り扱う。ただし、

複数の事項に不備がある場合は、原産品申告書の正確性に影響する場合も

あることから、首席原産地調査官等と協議の上、処理するものとする。 

ニ 原産品申告書の貨物の原産性に関する項目（原産性の基準（累積、僅少

の非原産材料を含む）、ＨＳ番号等）の不備については、原産品申告書は原

産性を申告する書類であることから軽微な誤りとすることはできず、ごく

些細な事項や限られた場合以外は、その原産品申告書は原則無効として取

り扱う。ただし、輸入者が前記 68－５－11 の４に規定するその他の書類に

基づいて原産品であることを明らかにできる場合は、当該不備を軽微な誤

りとみなして、その原産品申告書は有効として取り扱う。 

ホ 文書による原産地に関する事前教示を取得している場合であって、申告

貨物が当該事前教示を取得した貨物と同一であることが確認できる場合に

は、上記ハ及びニにおいて、輸入者が前記 68－５－11 の４に規定するその

他の書類に基づいて原産品であることを明らかにできる場合として取り扱

う。 


